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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の側および第２の側を有する平面状本体を備える、電解装置で使用される双極電極
（１００）であって、前記第１の側および前記第２の側のそれぞれに、対応するパターン
の突起（１２５）が設けられるとともに、前記突起のそれぞれが、前記平面状本体の面内
にある幾何学的底面と、略平面状の上面（１２９）とを有し、前記本体上への前記上面の
正射影が、前記幾何学的底面に包含され、
　前記第１の側および前記第２の側のそれぞれの前記突起（１２５）の前記上面（１２９
）が、前記平面状本体に平行な２つの面にあり、前記突起（１２５）の少なくとも７５％
の前記底面が、凸状の多角形形状を有し、かつ、対応する前記上面（１２９）が、前記多
角形形状の相似変換の結果生じた形状を有し、かつ、前記多角形形状が、意図される流れ
の方向に略垂直な方向に方向付けられた少なくとも１つの側面を有し、かつ、前記少なく
とも１つの側面の全長が、前記多角形形状の周囲長の３５％を超過せず、かつ／または前
記多角形形状が、前記多角形形状の図心を内角が最も小さい前記多角形形状の角と結ぶベ
クトルが、前記流れの方向に略平行である方向を有するように方向付けられ、
　前記突起（１２５）のパターンが、２組の直線状の溝が形成されたものであり、かつ、
それぞれの組ごとにある前記溝が、共通の方向に軸を有し、該共通の方向は、その主要な
構成要素を、前記意図される流れの方向に有する、双極電極（１００）。
【請求項２】
　前記突起の前記平面状の上面（１２９）の面積の、前記突起のそれぞれの幾何学的底面
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の面積に対する比率が、１／４を上回る、請求項１に記載の双極電極（１００）。
【請求項３】
　前記突起（１２５）のそれぞれの底面が、凸状の多角形形状を有し、かつ、前記対応す
る上面（１２９）が、前記多角形形状の相似変換の結果生じた形状を有する、請求項１ま
たは請求項２に記載の双極電極（１００）。
【請求項４】
　前記上面（１２９）が平面であり、かつ、前記多角形形状が、前記意図される流れの方
向に垂直な方向に方向付けられた少なくとも１つの側面を有し、かつ、前記少なくとも１
つの側面の全長が、前記多角形形状の周囲長の３５％を超過せず、かつ／または前記多角
形形状が、前記多角形形状の図心を内角が最も小さい前記多角形形状の角と結ぶベクトル
が、前記流れの方向に平行な方向を有するように方向付けられた、請求項１～３のいずれ
か１項に記載の双極電極（１００）。
【請求項５】
　前記突起のパターンが、前記突起の前記上面に小さくされた構成で繰り返される、請求
項１～４のいずれか１項に記載の双極電極（１００）。
【請求項６】
　前記突起（１２５）のパターンが、それぞれの組ごとにある前記溝の平均幅が前記共通
の方向に沿って増加するものである、請求項５に記載の双極電極（１００）。
【請求項７】
　前記突起（１２５）の少なくとも７５％の底面が、ダイヤモンド形状を有し、かつ、前
記対応する上面（１２９）が、前記ダイヤモンド形状の相似変換の結果生じた形状を有す
る、請求項１～６のいずれか１項に記載の双極電極（１００）。
【請求項８】
　前記電極１００が、多角形の形状を実質的に有するとともに、該多角形の一側に沿って
、該多角形の周縁部の一部分に位置する凹部（１５０）を含む、請求項１～７のいずれか
１項に記載の双極電極（１００）。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の複数の双極電極（１００）と、前記双極電極（１
００）間に配置される、関連するイオン交換膜（１６０）とを備えるとともに、前記電極
（１００）が直列に電気的に接続されて、積層して配置される、電解装置（５１０）。
【請求項１０】
　請求項９に記載の電解装置（５１０）と、燃料電池（５２０）と、電流インターフェー
ス（５４０ａ、５４０ｂ）と、水素貯蔵タンク（５３０）とを備えるエネルギー蓄積供給
装置（５００）であって、前記電解装置（５１０）が、電流を受けとるために前記電流イ
ンターフェース（５４０ａ）に連結され、および生成された水素を貯蔵するために前記水
素貯蔵タンク（５３０）に連結され、かつ、前記燃料電池（５２０）が、該燃料電池に電
流を供給するために前記電流インターフェース（５４０ｂ）に連結され、および貯蔵され
た水素を受け取るために前記水素貯蔵タンク（５３０）に連結される、エネルギー蓄積供
給装置（５００）。
【請求項１１】
　水素を生成するための、請求項９に記載の電解装置（５１０）の使用。
【請求項１２】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の双極電極（１００）を製造する方法であって、
－　第１の金属シートおよび第２の金属シートに前記対応するパターンの突起（１２５）
でエンボス加工を行うステップと、
－　前記平面状本体を形成するように、前記突起（１２５）を外方に向けて前記第１の金
属シートおよび前記第２の金属シートを接合するステップと、
を含む方法。
【請求項１３】
　共通のマザーシートから前記第１の金属シートおよび前記第２の金属シートをカットす
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る前に、前記第１の金属シートおよび前記第２の金属シートが、エンボス加工される請求
項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記エンボス加工が、ハイドロフォーミングによって実施される請求項１２または１３
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１２年６月２０日に出願された欧州特許出願第１２１７２８３５．６号
の優先権を主張する。この出願の内容全体があらゆる目的で参照によって本明細書に援用
される。
【０００２】
　本発明は、電解セル用の膜・電極接合体（ＭＥＡｓ）の分野に関し、特に、そのような
接合体で使用される双極電極の分野に関する。
【背景技術】
【０００３】
　電解セルで使用される双極電極は、当技術分野では公知である。
【０００４】
　電解装置で使用される双極電極の設計に際して、実際の電気分解を行うのに利用可能な
有効活性面積を最大限にし、かつ、電気分解プロセスによって発生したガスがトラップさ
れないようにするという、相反する要件のバランスをとらなければならず、後者は局所的
にそれ以上の反応を抑制し、最終的に、電気分解プロセスを一次停止させたりすることも
あり得る。
【０００５】
　現在に至るまで、上記のトレードオフバランスに対する満足できる解決策は具体的に示
されていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明は、電気分解プロセスのための十分な活性面積の提供と、発生した
ガスのトラップの回避とを適切なバランスで提供する双極電極、およびこの双極電極の製
造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的は、請求項１に記載の、電解装置で使用される双極電極によって到達される。
【０００８】
　本発明の双極電極の使用が意図される電解装置は、使用時に、流れの方向を有する。双
極電極の意図される用途を考慮して、電極は、以下に詳述されるように、特に供給開口部
および流出開口部の存在によって特徴付けられる、供給側および出口側を有する。流れの
方向と言う場合、この意味は、電極を電解装置で使用する際に生成されたガスが流れる全
体的な方向を示す。したがって、流れの方向は、供給側から出口側に向かう方向になる。
【０００９】
　本発明による電極の意味合いにおいては、「対応するパターン」とは、１つの電極の第
１の側とその上に配される同一の電極の第２の側のそれぞれの突起を当接せしめるパター
ン、すなわち具体的には、互いの鏡像であるパターンである。
【００１０】
　生成された水素ガスが強制対流を必要とせずに十分な流動性を保持しつつ、高い収量が
達成できることが、本発明による双極電極の利点である。したがって、移送部品（例えば
強制対流を発生させるポンプ）の必要がなくなり、効率的で、メンテナンスしやすい電解
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装置を実現することができる。
【００１１】
　製造によって引き起こされた材料の応力が、均一に分散されることにより脆弱箇所の発
生を回避することが、上面が相似変換された多角形形状の突起を使用する利点である。突
起は、反応の際に流体の適切な流れの障害となるおそれのある如何なる「デッドコーナー
」も生じさせないことが、凸状の多角形形状を使用する利点である。
【００１２】
　本発明によれば、多角形形状は、意図される流れの方向に略垂直な（理想的には垂直な
）方向に方向付けられた少なくとも１つの側面を有し、この少なくとも１つの側面の全長
が、多角形形状の周囲長の３５％を超過しない。
【００１３】
　方向は、厳密に垂直な方向と、わずかな角度差の範囲内である場合には、「略垂直」で
あるとみなされる。わずかな角度差は、好ましくは、厳密に垂直な方向のどちらか一方の
側で１０°以下であり、より好ましくは、どちらか一方の側で５°以下であり、最も好ま
しくは、どちらか一方の側で１°以下である。
【００１４】
　これに加えて、またはこの代わりに、多角形形状は、多角形形状の図心を内角が最も小
さい多角形形状の角と結ぶベクトルが、流れの方向に略平行な（理想的には平行な）方向
を有するように方向付けられてもよい。
【００１５】
　方向は、厳密に平行な方向と、わずかな角度差の範囲内である場合には、「略平行」で
あるとみなされる。わずかな角度差は、好ましくは、厳密に平行な方向のどちらか一方の
側で１０°以下であり、より好ましくは、どちらか一方の側で５°以下であり、最も好ま
しくは、どちらか一方の側で１°以下である。
【００１６】
　これらの特定の形状および方向付けを組み合わせることにより、流れの方向を実質的に
横断する突起に、リッジ部分が発生するのを最小限に抑える。このような組み合わせを行
わなければ、リッジ部分が、ガス気泡を捕集して、ガス気泡の自然な流れが妨げられやす
くなる。
【００１７】
　本発明による双極電極の１つの実施形態では、突起の平面状の上面の面積の、それぞれ
の幾何学的底面の面積に対する比率は、１／４を上回る。
【００１８】
　この比率は、実験で好結果をもたらした。この比率をさらに低い数にすると、電気分解
に関与する合計活性表面が小さくなりすぎるので、電極の効率の低下が予想される。
【００１９】
　本発明による双極電極の１つの実施形態では、突起のパターンは小さくされた構成で、
突起の上側で繰り返される。例えば、突起がダイヤモンド形状である場合には、それらの
上面に、複数の、もっと小さなダイヤモンド形状の突起のパターンをさらに設けてもよい
。
【００２０】
　この実施形態は、反応器の様々な電極間の水の分配を改善し、電気分解反応を継続させ
るのに十分な量の反応物が確実に存在するようになる。
【００２１】
　本発明による双極電極の１つの実施形態では、突起のパターンは、２組の直線状の溝が
形成されるようになっており、それぞれの組ごとにある溝は、共通の方向に軸を有し、こ
の共通の方向は、その主要な構成要素を、意図される流れの方向に有する。言いかえれば
、溝の軸の方向を表わすベクトルが、意図される流れの方向に平行な構成要素と、意図さ
れる流れに垂直な構成要素とに分解される場合、前者の構成要素は、後者の構成要素より
も大きい。
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【００２２】
　発生したガスの気泡が、反応が起こり続けなければならない領域（すなわち突起の上面
）に「デッドゾーン」を形成することなく、反応器からの好都合な出口を有することが、
この実施形態の利点である。
【００２３】
　特定の実施形態では、突起のパターンは、それぞれの組ごとにある溝の平均幅が共通の
方向に沿って増加するようになっている。言いかえれば、突起によって画定された溝は、
供給側に最も近い端部から出口側に最も近い端部にかけて幅広になっている。
【００２４】
　特に小さな気泡が徐々に合体した結果として、サイズが大きくなった気泡が、適切な出
口経路を有することが、この実施形態の利点である。
【００２５】
　本発明による双極電極の１つ実施形態では、平面状本体は金属でできている。
【００２６】
　本発明による双極電極の目的のために、金属は、成形性と形状安定性との間の良好なト
レードオフバランスを提供する。好ましい金属には、鋼やチタンなどがある。
【００２７】
　本発明の１つの態様によれば、複数の上述されたような双極電極と、双極電極間に位置
する、関連するイオン交換膜とを備えるとともに、電極が直列に電気的に接続されて積層
して配置された、電解装置が提供される。
【００２８】
　双極電極の流れの特性が効率的であるので、強制対流手段を必要としない膜・電極接合
体を組み立てることができる。したがって、非常に高密度なスタックで電極を組み合わせ
て、コンパクトで信頼性の高い電解装置を製造することができる。
【００２９】
　本発明の１つの態様によれば、前述の電解装置と、燃料電池と、電流インターフェース
と、水素貯蔵タンクとを備えるエネルギー蓄積供給装置であって、前記電解装置が、電流
を受け取るために前記電流インターフェースに連結され、および生成された水素を貯蔵す
るために前記水素貯蔵タンクに連結され、かつ、前記燃料電池が、前記燃料電池に電流を
供給するために前記電流インターフェースに連結され、および貯蔵された水素を受け取る
ために前記水素貯蔵タンクに連結される、エネルギー蓄積供給装置が提供される。
【００３０】
　本発明による双極電極の利点を電解装置および／または燃料電池に適用して、効率的で
、コンパクトで、信頼性の高いエネルギー蓄積供給装置を製造してもよい。この装置は、
エネルギー蓄積用途において蓄電池の代わりに使用することができる。
【００３１】
　本発明の１つの態様によれば、水素を生成するための、前述の電解装置の使用が提供さ
れる。
【００３２】
　本発明の１つの態様によれば、上述の双極電極の製造方法が提供される。この方法は、
第１の金属シートおよび第２の金属シートに、対応するパターンの突起をエンボス加工す
るステップと、平面状本体を形成するように、第１の金属シートおよび第２の金属シート
を、突起が外側に面するように、ともに接合するステップとを含む。
【００３３】
　実質的に均一な厚さの金属シートだけを使用して、両側に適切な突起パターンを備えた
平面状本体を形成できることが、この方法の利点である。
【００３４】
　本発明による方法の１つの実施形態では、共通マザーシートから第１の金属シートおよ
び第２の金属シートをカットする前に、第１の金属シートおよび第２の金属シートは、エ
ンボス加工される。
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【００３５】
　ただ１つのステップで、平面状本体の両側にエンボス加工できることが、この実施形態
の利点である。
【００３６】
　１つの実施形態では、本発明による方法は、第１の金属シートおよび第２の金属シート
に表面被覆を施すステップをさらに含む。
【００３７】
　本発明による方法の１つの実施形態では、エンボス加工が、ハイドロフォーミングによ
って実施される。
【００３８】
　突起が、それが複数の高さレベルからなる突起であっても、非常に高い精度で、材料の
表面を破損せずに形成可能であることが、この実施形態の利点である。ハイドロフォーミ
ングが一段階だけのプロセスであることが、さらなる利点である。
【００３９】
　Ｅｄｗａｒｄ　Ｏ．Ｂｅｎｊａｍｉｎに対する米国特許第１，３２８，９８１号明細書
は、平頂の突起が形成または提供された表面を有する導電性材料のプレートを備える電解
セルで使用する電極を開示しており、この平頂の突起は、上向きの溝が各突起間に形成さ
れるように、垂直方向に位置合わせされている。この電極は、単極構成での使用を意図し
ており、その突起は、本発明による電極の突起のような特性を有していない。
【００４０】
　Ｈｅｒａｅｕｓ　Ｅｌｅｋｔｒｏｄｅｎ名義の国際公開第９１／００３７９　Ａ１号パ
ンフレットは、ガスを発生させる電気分解プロセス用の、平行電極要素を有する少なくと
も１つの電極を備える電解セルを開示している。電極要素は、放出された気泡の平均直径
の３倍までの厚さを有し、電極要素間の毛細間隙は、ガス気泡が電極を通って実質的にア
ノードの反応面とカソードの反応面との間にある電界の方向に、または反対方向に移動す
るようになっている。この電極は、単極構成での使用を意図しており、その突起は、本発
明による電極の突起のような特性を有していない。
【００４１】
　Ｒｅｉｎｚ　Ｄｉｃｈｔｕｎｇ　ＧｍｂＨ名義の国際公開第２００９／０４３６００　
Ａ１号パンフレットは、電気化学システムとともに、電気化学システムで使用するための
双極プレートを開示している。電気化学システムは、各場合において、双極プレートによ
って互いから分離される、数個のセルからなる積層体で構成され、双極プレートは、冷却
用の開口またはセルから機能性媒質を除去するとともにセルに機能性媒質を供給する開口
を備え、積層体は、機械的圧縮応力によって固定され、かつ、少なくとも１つのセルは、
双極プレートの境界壁によって周囲が取り囲まれている電気化学活性領域を備え、かつ、
双極プレートの溝構造は、媒質を均一に分布させるために電気化学活性領域の範囲内に設
けられ、かつ、媒質を微細に分布させるために、少なくとも１つのガス拡散層が設けられ
ている。溝構造と境界壁との間の境界領域に、溝構造と境界壁との間に流体がバイパスす
ることを回避するために、制限要素が設けられ、かつ、ガス拡散層は、溝構造および／ま
たは少なくとも制限要素の一部を被覆する。記載されている双極プレートは、燃料電池で
使用するのに好適であるが、電解セルでは好適ではない。その突起は、本発明による電極
の突起のような特性を有していない。
【００４２】
　本発明の実施形態による装置および／または方法のいくつかの実施形態を、例示の目的
のためにのみ、添付の図面を参照して以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の１つの実施形態による例示的な双極電極を概略的に示す。
【図２ａ】本発明の実施形態による電極で使用される突起の代替的な形状を概略的に示す
。
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【図２ｂ】本発明の実施形態による電極で使用される突起の代替的な形状を概略的に示す
。
【図３ａ】第２の高さレベルの溝を有する、本発明の実施形態による電極で使用される突
起のさらなる代替的な形状を概略的に示す。
【図３ｂ】第２の高さレベルの溝を有する、本発明の実施形態による電極で使用される突
起のさらなる代替的な形状を概略的に示す。
【図３ｃ】第２の高さレベルの溝を有する、本発明の実施形態による電極で使用される突
起のさらなる代替的な形状を概略的に示す。
【図４】突起のフットプリントをその突起の上面に投影する幾何学変換を概略的に示す。
【図５】本発明の１つの実施形態によるエネルギー蓄積供給装置を概略的に示す。
【図６】本発明の１つの実施形態による双極電極を製造する方法のフローチャートを示す
。
【図７】本発明の１つの実施形態による例示的な双極電極の注釈付き複製写真である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下に記載する本発明の実施形態は、水の電気分解用途を対象とする。この記載は、本
発明を明確にすることを意図するもので、本発明を限定することを意図するものではない
。当業者は、本発明が、水以外の他の物質の電気分解、例えば塩素アルカリの電気分解に
も適用されることを理解するであろう。さらに、当業者は、本発明による電極および接合
体は、原則として逆のプロセスにも、すなわち燃料電池で起こるような、水素および酸素
を水および電気に変換するプロセスにも使用され得ることを理解するであろう。
【００４５】
　再生可能な、特に断続的エネルギー源からの電気の分散生成が、とりわけ各家庭に設置
された太陽電池パネルの数が増加した結果、ますます普及しているが、余剰エネルギーを
送電線網に返却することが常に望ましいとは限らず、そもそも常にそれが可能だとは限ら
ないので、余剰エネルギーを効率よく貯蔵する必要性がますます差し迫ったものになって
いる。蓄電池はこの目的のために使用されてきたが、その効率は制限されている。電気分
解装置と燃料電池装置とを組み合わせることは、有望な選択肢であり、変換効率もさらに
高くなる。これらの装置の組み合わせでは、任意の利用可能な剰余電気を使用して電気分
解によってガス状の水素を発生させ、需要が、再生可能エネルギー源によって即時に生産
できる量を上回る場合には、貯蔵された水素を使用して、燃料電池に（貯蔵された酸素ま
たは大気中の酸素と組み合わせて）、電気を生成するための動力を供給する。
【００４６】
　電解セルおよび／または上述した装置の燃料電池は、電極が直列に電気的に接続される
積層をなす膜・電極接合体（ＭＥＡ）として、有利に組み立てられる。そのような積層を
なす各電極は、単調に増加または減少する順序で、異なる電位に位置し、これにより各電
極は、一側では電解質に対してカソードとして作用し、他側では電解質に対してアノード
として作用する。
【００４７】
　図１は、本発明の全般的な実施形態による第１の双極電極１００および第２の双極電極
１００’を概略的に示す。選択されたビューでは、第１の電極１００の上面および第２の
電極１００’の底面が見える。電極間のイオン交換膜１６０の位置も示されている。第１
の電極１００についてのみ詳細に説明するが、第２の電極も実質的に同一である。電極の
いくつかの特徴は、簡略化して表わされている。
【００４８】
　電極１００は、供給開口部１１０と、複数の突起１２５を備える活性ゾーン１２０と、
流出開口部１３０とを有する平面状本体を備える。したがって流路は、膜１６０の一側に
、供給開口部１１０から活性ゾーン１２０を介して流出開口部１３０まで設けられる。追
加の供給開口部１１５および追加の流出開口部１３５が設けられ、電極１００の他側の活
性ゾーンを介して、イオン交換膜の他側に流路を提供する。障壁１４０が適切に配置され
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ているので、第１の電極１００の第１の側に関する一対の開口部１１０／１３０間の流路
は、第１の電極１００の第２の側に関する一対の開口部１１５／１３５間の流路または第
２の電極１００’の第２の側の対応する流路と流体連通しない。
【００４９】
　平面状本体および、特に活性ゾーン１２０は、好ましくは略多角形であり、より好まし
くは、略長方形である。それらは完全な多角形または完全な長方形ｆであってもよい。使
用の際に、双極電極１００は通常、垂直に配置され、これにより、重力により液体中のガ
ス気泡の上昇方向によって課された流れの方向が、長方形の長辺側の縁部と略平行になる
。発生したガス気泡が確実に適切な合体を行うには、供給開口部１１０と流出開口部１３
０との間の実際の流路は、可能な限り長くなければならず、したがって活性ゾーンを横切
る対角線をなす経路であるのが好ましい。
【００５０】
　突起１２５は、略平面状の（理想的には平面状の）上部、すなわち電極１００の本体の
面と平行な各突起の上面を有する。「略平面状の」とは一般に、その表面が、製造時のば
らつきにより、または、主突起の表面上のさらなる突起の存在により、厳密に平面状の形
状から外れていてもよいことを意味する。突起１２５は、対応するパターンで、本体の両
側に存在し、これにより、１つの電極の本体の上側の突起の上面は常に、スタックの上方
の次の電極の本体の底面にある突起の上面の近傍に位置することになり、電気分解のため
の十分な活性ゾーンが形成される。しかしながら、平面状本体のいずれの側の突起も必ず
しも同一である必要はない。具体的には、それらの高さは様々であってもよい。電気分解
で使用される例示的な実施形態では、空気／酸素側（すなわちアノードとして作用する側
）の溝深さ（突起高さ）は、およそ１．０ｍｍであってもよいし、水素側（すなわちカソ
ードとして作用する側）の溝深さ（突起高さ）は、およそ０．６ｍｍであってもよい。
【００５１】
　突起１２５は、好ましくは、活性ゾーン１２０の表面の２０％から８０％の範囲にわた
って存在し、最も好ましくは、４０％から５０％の範囲にわたって存在する。
【００５２】
　供給開口部１１０から流出開口部１３０までの全体的な方向を「流路方向」と呼ぶこと
にする。図１の左右軸に対応する方向を、電極がこの方向に延在しているかどうかにかか
わらず、「流れの方向」または「長さ方向」と呼ぶことにする。「流れの方向」は、電極
を通常使用する位置に置いた場合の、垂直方向に相当する。「流路方向」は、長さ方向か
らあまり逸脱していないのが好ましい。逸脱は、５°～１５°の間が好適である。９°の
逸脱で好結果が得られた。
【００５３】
　図１はさらに、数個の凹所１５０も示している。凹所１５０の形状は特に重要ではない
。凹所１５０はとりわけ、正方形、長方形、円形または楕円形であってもよいが、円形の
凹所１５０が好適である。凹所１５０は、有利には電極１００の周縁部の一部分に位置す
る。電極１００の平面状本体が、多角形または略多角形の形状、具体的には長方形の形状
である場合には、凹所１５０は、好ましくは多角形の一側に沿って位置し、非常に好まし
くは、多角形の一側全体に沿って位置する。さらに、凹所１５０の質量中心は、完全に位
置合わせされない場合には、互いにほぼ位置合わせされていることが望ましい。凹所１５
０を、隣接する電極１００’の対応する凹所と協同して使用して、２つの並んでいる膜・
電極接合体、例えば電解装置および燃料電池を機械的に固定してもよい。凹所１５０はま
た、電極１００の一側からその他側に熱を確実に伝達するのに役立つ場合もある。このた
め、好ましい実施形態では、凹所１５０は、略等温の挙動（理想的には、等温の挙動）を
示す装置を提供することができる。隣接する電極１００および１００’は、それらの周縁
部の一部分（その部分は凹所１５０を含む）で、熱伝導性ポリマー組成物で構成された層
を通して互いに有利に接続され、この熱伝導性ポリマー組成物は、ポリマーおよび熱伝導
性の無機粒子を含むことが望ましい。ポリマーは、ポリマー自体がポリオキシメチレンま
たは芳香族重縮合体であるか、あるいはこれらを含み得る。芳香族重縮合体は、重縮合反
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応によって得られる任意のポリマーであり、その芳香族重縮合体の繰り返し単位の５０重
量％超が、少なくとも１つの芳香族部分を含む。本発明による好適な芳香族重縮合体は、
［ビスフェノールＡポリスルホン（ＰＳＵ）、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）およびポ
リフェニルスルホン（ＰＰＳＵ）のような］、ポリ（アリールエーテルスルホン）、［ポ
リフタルアミド、ＭＸＤ６およびＭＸＤ１０のような］、半芳香族ポリアミド、全芳香族
ポリエステル（ＬＣＰ）、ポリフェニレンスルフィド（ＰＰＳ）、ポリアミドイミド、ポ
リイミド、ポリエーテルイミドおよびそれらの混合物である。特定の実施形態では、ポリ
マーは、芳香族重縮合体に加えて、脂肪族重縮合体を含み、望ましくは、脂肪族重縮合体
：芳香族重縮合体の重量比は、最大でも０．２０である（例えば、ポリマーは、ＭＸＤ６
と、ナイロン６またはナイロン６６のような脂肪族ポリアミドの少なくとも１つとの混合
物であり得る）。ポリマー組成物の全重量に基づいたポリマーの重量は、通常１０～９０
重量％、好ましくは３０～７０重量％の範囲である。好適な熱伝導性の無機粒子は、セラ
ミック粒子、特に、Ａｌ、Ｂ、Ｂｅ、ＣｅおよびＺｒから選択される元素の酸化物、窒化
物、炭化物およびケイ化物、およびそれらの混合物である。非常に好適な熱伝導性の無機
粒子は、酸化アルミニウム粒子、酸化ホウ素粒子、窒化ホウ素粒子およびこれらの混合物
である。ポリマー組成物の全重量に基づいた無機粒子の重量は、通常１０～９０重量％、
好ましくは３０～７０重量％の範囲である。無機粒子の重量は、約５０重量％とすること
ができる。ポリマー組成物はさらに、熱安定剤、光安定剤および流れ調整剤のような添加
物を含んでもよい。添加物が存在する場合には、それらの量は一般に２５重量％を超過せ
ず、最大でも５重量％である場合がほとんどである。ある実施形態では、ポリマー組成物
は、ポリマーおよび熱伝導性の無機粒子から本質的に構成される。ポリマーは一般に、ポ
リマー組成物のマトリックスを形成するが、熱伝導性の無機粒子は、一般に前記マトリッ
クス中に分散している。ポリマー組成物は、その熱伝導性によってさらに特徴付けられて
もよい。この熱伝導性は、室温（２３℃）で測定された時に、有利には最少でも２．０Ｗ
／（ｍ．Ｋ）であり、好ましくは最少でも４．０Ｗ／（ｍ．Ｋ）であり、より好ましくは
最小でも６．０Ｗ／（ｍ．Ｋ）、そしてさらに好ましくは最小でも７．０Ｗ／（ｍ．Ｋ）
である。この熱伝導性は、通常最大でも２０．０Ｗ／（ｍ．Ｋ）であり、最大でも１０．
０Ｗ／（ｍ．Ｋ）である場合がほとんどである。本発明の実施形態はとりわけ、突起１２
５の形状を適切に選択することで、ガス気泡の形成が改善され、それらのガス気泡は次第
に凝集して、液体電解質を通って流れの方向に輸送されやすくなる、という洞察に基づい
ている。
【００５４】
　本発明の実施形態はとりわけ、突起のパターンを慎重に設計することで、突起間に事実
上の溝が形成されるようになり、この事実上の溝の主要な機能は、反応部位に水を供給す
ることであり、またその副次的な機能は、確実にガス気泡が電極から効率的に除去される
ようにすることである、という洞察に基づいている。そのような事実上の溝は、好ましく
は直線に沿って配置される、多角形の突起の平行な側面によって画成されうる。これらの
事実上の溝は、破線矢印として図１に示される。溝の幅は、好ましくは１ｍｍ～５ｍｍで
あり、さらに好ましくは、２～４ｍｍであり、最も好ましくは、２．６ｍｍ、３ｍｍ、ま
たはその間の範囲である。
【００５５】
　多角形の突起、具体的には平行四辺形の形状を有する突起、および最も好ましくはダイ
ヤモンド形状を有する突起を用いると好結果が得られた。さらに具体的には、１つの対角
線、好ましくは長い方の対角線が、図１に示されるように、長さ方向に方向付けられてい
るダイヤモンド形状の突起が、好結果をもたらしたが、これはダイヤモンド形状の対称的
に方向付けられた鋭角が、電極表面全体にわたって接近する流体の流れを分割するのに非
常に好適であるからである。接近する流れの方に向けられた角度は、好ましくは鋭角であ
り、より好ましくは４０°～８０°の範囲であり、最も好ましくは約６０°であり、この
角度は、接近するガス気泡が付着するリッジ部分の形成を回避する。反対に、離れていく
ガス気泡の方に向けられた直径方向の角度も、好ましくは鋭角であり、より好ましくは４
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０°～８０°の範囲であり、最も好ましくは約６０°であり、縁部に沿って角度の方向へ
移動する気泡が、表面張力バリアを克服して、突起から離れ去ることが可能になる。突起
は、好ましくは１０ｍｍ台の大きさを有する。
【００５６】
　平行四辺形形状の突起は、２組の平行な溝からなるパターンに対応する。溝が規則的な
距離間隔をあけて配置される場合には、同じ距離が各組に対しても使用され、対応する突
起は、図２ａに示されるように、ダイヤモンド形状になる。ダイヤモンド形状の突起は、
好ましくは最も長い対角線が、流れの方向に沿って方向付けられている。ダイヤモンド形
状の突起は、好ましくは１０ｍｍ～２０ｍｍの長さ（長い対角線）を有し、より好ましく
は１４ｍｍ～１７ｍｍの長さ、例えば約１５．８ｍｍの長さを有する。
【００５７】
　より一般には、突起は、凸状の多角形形状であってもよい。多角形が、その多角形の１
つまたは複数の辺が、流れの方向に垂直であるように配置される場合には、その組み合わ
せた長さが、多角形の全周囲長の３５％を超過してはいけない。多角形は、好ましくは内
角が最も小さい角が、多角形の図心に対して流れの方向に略平行な方向に方向付けられる
ように、方向付けられる。
【００５８】
　上述した効果の恩恵を受けるためには、平面状本体に設けられた突起のかなりの部分、
例えば少なくともその半分が、凸状の多角形形状を有することが好適である。より好まし
くは、突起の少なくとも６０％が、凸状の多角形形状を有する。最も好ましくは、突起の
少なくとも７５％が、凸状の多角形形状を有する。突起の縁部にガス気泡がトラップされ
ることを可能な限り最大限に回避するために、凸状の多角形形状を有する突起だけを使用
することが推奨される。
【００５９】
　特に有利な構成では、突起の大きさおよび／または配置は、突起間に画成された溝の幅
が、流れの方向に徐々に増加して、（増え続ける小さなガス気泡が凝集することによって
）大きくなったガス気泡を収容するようになっている。対応する突起は、完全な平行四辺
形またはダイヤモンド形というよりはむしろ、図２ｂに示されるような、凧のような形状
を有する。これは、出口側の角（流出開口部の方に向けられた角、すなわち実質的に流れ
の方向に向いている角）が、流入する流れの方向に向いている角ほど鋭角ではなくなるか
らである。
【００６０】
　突起の略平面状の上面は実際には、さらなる高さレベルの突起および溝を支持してもよ
い。これにより電極の活性ゾーンは、形成されたガスポケットを、第１の高さレベルの突
起間に存在する広い方の溝を通って移動する大きなガス気泡中に、さらに効率的に放出す
ることが可能になる。したがって、どの突起も、例えば４つの第２の高さレベルの突起を
有してもよい。この原理を適用したものが、ダイヤモンド形状の突起については図３ａに
、凧形形状の突起については図３ｂに概略的に示される。ダイヤモンド形状の突起の場合
では、第２の高さレベルの突起もダイヤモンド形状であることが好ましい。このプロセス
を繰り返して、ダイヤモンド形状の突起の場合には、図３ｃに示されるような第３の高さ
レベルの突起や、さらに高次の突起を形成してもよい。
【００６１】
　突起の上面は、必ずしも電極本体の面のフットプリントとまったく同一の形状ではない
ことが理解されよう。これらの形状が同一で、突起の上面の面積の、その幾何学的底面の
面積に対する比率が１／１であるならば、突起は、本体の面から突出する多角柱形状を有
することになるであろう。この比率を近似させて電極の合計活性面積を最適化するのが望
ましいが、１／１の比率は、機械的な観点から見て最適ではない。なぜなら、材料表面の
亀裂が直角または鋭角で生じる可能性があり、多角柱の直立した側面は、実質的な薄厚化
をこうむることになるであろう。したがって、突起の上面の形状は、好ましくはそのフッ
トプリントに対して縮小され、最も特に好ましくは相似変換によって縮小される。そのよ
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うな相似変換は、ダイヤモンド形状の突起１２５について図４に概略的に示され、切り取
られた角錐の外套部および上面１２９を有する形状となっている。電極の本体と、突起の
各々の側面との間の角度は、表面で損傷（亀裂）が生じる危険を最小限に抑えるために、
鈍角であるのが好ましい（そのような角度の一例が、図４に記号αで示される）。これは
、上面の、電極本体上への正射影は、突起１２５のフットプリントに完全に内接して組み
込まれるという制約に幾何学的に対応する。好ましくは、突起の上面の面積の、その幾何
学的底面の面積に対する比率は、少なくとも１／４であり、より好ましくは１／２を超え
、さらにより好ましくは２／３を超える。
【００６２】
　突起１２５は、好ましくは長さ方向に平行な対称軸を有する。あるいは、突起１２５は
、流路方向に平行な対称軸を有してもよい。
【００６３】
　本発明の双極電極は、非常にコンパクトであり得る。電極の活性面積は、１００ｃｍ２

以下であり、好ましくは５０ｃｍ２以下であってもよい。本発明の双極電極は通常、積層
膜・電極接合体（ＭＥＡ）として組み立てられて、電解装置または燃料電池で使用されて
もよい。
【００６４】
　図５を参照すると、本発明による双極電極１００を用いて組み立てられる電解装置およ
び／または燃料電池を、電解装置５１０と、燃料電池５２０と、電流インターフェース５
４０ａ、５４０ｂと、水素貯蔵タンク５３０とを備えるエネルギー蓄積供給装置５００で
使用してもよい。電解装置５１０は、膜・電極接合体の中で直列に接続される、前述した
ような１組の双極電極１００を含む。双極電極１００は、好ましくは略垂直に配置されて
、ガスと周囲の水との間の密度差の結果として形成されたガス気泡が自然に移動しやすく
する。電解装置５１０は、電気分解プロセスのために必要な電流を引き出し、かつ、生成
された水素を貯蔵するために、電流インターフェース５４０ａおよび水素貯蔵タンク５３
０に連結される。燃料電池５２０は、燃料として貯蔵された水素を引き出し、かつ、生成
された電流を送電線網または電気エネルギーの消費者に供給するために、電流インターフ
ェース５４０ｂおよび水素貯蔵タンク５３０に連結される。通常動作時、任意の所与の時
間に動作状態にあるのは、多くても電解装置５１０および燃料電池５２０のうちのどちら
か１つである。
【００６５】
　明確さを期すために、電流インターフェースは、別個の入力インターフェース５４０ａ
および出力インターフェース５４０ｂとして図示されている。実際には、これは共通のイ
ンターフェースであってもよい。生成された電気を任意で、その場で並行して消費するか
、または、ユーザーのニーズおよび選好に従って送電線網に返却してもよいことが理解さ
れよう。
【００６６】
　エネルギー蓄積供給装置５００に要する空間を縮小するために、生成された水素は、好
ましくは加圧貯蔵される。ポンプ装置５３５として概略的に示される１つまたは複数のポ
ンプを使用して、好ましくは１０ＭＰａ超の圧力に達するまで、より好ましくは５０ＭＰ
ａ超の圧力に達するまで、最も好ましくは７０ＭＰａの、または７０ＭＰａ前後の圧力に
達するまで貯蔵用の水素ガスに加圧してもよい。
【００６７】
　電解装置５１０によって生成された酸素は、大気中に放出されるか、または適切な容器
に貯蔵されてもよい。同様に、燃料電池５２０に必要な酸素は、（通常体積基準で分子酸
素が約２１％含まれている）大気中から引き出すか、または適切な容器（大気中よりも酸
素含有量の高いガスが入っていることが好ましい）から引き出してもよい。
【００６８】
　電解装置５１０に必要な水は、公共の水道供給設備または適切な容器から得てもよい。
この代わりに、またはこれに加えて、例えば空調装置の排気などから利用可能である場合
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には、周囲環境の水を使用してもよい。燃料電池５２０によって生成された水は、環境的
観点から見て容認可能である場合には、蒸気として大気中に放出してもよいし、または将
来使用するために貯蔵されてもよい。電解装置５１０は、大気圧の水で動作させてもよい
。１つの実施形態では、電解装置５１０は、１０バールまでの圧力の水で動作する。別の
実施形態では、電解装置５１０は、５０バールまでの圧力の水で動作する。
【００６９】
　電解装置の段階はそれぞれ、燃料電池の段階に対応してもよい。これにより、連続的な
金属シートまたは接合された金属シートがそれぞれ、電解ゾーンでは電解装置の電極とし
て、燃料電池では燃料電池の電極として使用される。その内容が本参照によって本出願に
援用される、本出願人名義の欧州特許出願公開第２４２４１０５　Ａ号明細書に記載され
たような連続的な膜が、両方のゾーンにわたって延在してもよい。これにより、極めてコ
ンパクトな前述のエネルギー蓄積供給装置５００が実現可能になる。そのような接合体で
は、必要な手段を講じて電解ゾーンと燃料電池ゾーンとの間の流体連通を回避しなければ
ならないことが理解されよう。
【００７０】
　ここで本発明による双極電極を製造する方法を、図６を参照しながら説明する。この方
法の各ステップは、特定の順序で図６に説明されているが、この順序は、例示的であり、
非限定的であるとみなさなければならない。
【００７１】
　電極の本体は、有利には２枚のシート状の金属から製造されてもよい。２枚のシート状
の金属は、平面状本体の上面および底面に対応することになる。１対の金属シートを使用
する利点は、底面および上面の突起を、ステップ６１０および６２０で個別に形成しても
よいということである。この同じ段階で、適切な開口１１０、１１５、１３０、１３５お
よび障壁１４０を設けてもまたよい。
【００７２】
　２枚のシートは、この段階では、１枚のマザーシートまたはマトリックスに含まれてお
り、このマザーシートまたはマトリックスから、２枚のシートがその後の段階、すなわち
ステップ６５０および６６０で、カットされることに留意されたい。このような作業を行
うことにより、両方のシートだけでなく、追加の電極に必要なシートを、効率的に同時に
エンボス加工を行うことが可能になる。
【００７３】
　次に、２枚のシートは、突起が外方に面するように互いに重ね合わされ（６７０）、任
意の適切な手段によって任意選択で接合される。
【００７４】
　シートは、好ましくは１００μｍ～１０００μｍの厚さであり、より好ましくは１００
μｍ～５００μｍの厚さであり、最も好ましくは１００μｍ～２００μｍの厚さである。
金属は、好ましくはステンレス鋼であり、最も好ましくは３１６Ｌグレードステンレス鋼
である。ステンレス鋼は、材料強度と成形性との間で良好なトレードオフバランスを提供
する。別の好ましい材料は、チタンである。チタンは３Ｄ印刷などの他の製造技術にも適
している。意図されるプロセス、特に水の触媒による電気分解にさらに好適となるように
するために、例えば、ステップ６３０および６４０で、様々な被覆または表面処理を金属
に施してもよい。被覆または表層は、多孔質構造を呈してもよい。多孔質構造はガス気泡
の形成および合体のための孔核生成部位を供給する。
【００７５】
　各シートの突起は、シートの裏側から見れば凹部に相当するが、成形またはスタンピン
グによって形成されうる。突起を形成する特に有利な方法の１つは、ハイドロフォーミン
グ（液圧成形）によってそれらをエンボス加工することである。これは、通常２０００バ
ールまでの高圧油圧油、いくつかの実施形態では２５００バールまでにもなる高圧油圧油
を使用して、加工材料を溶かさずに加工材料を金型に押し込む一種の型成形である。
【００７６】
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　図７は、本発明の１つの実施形態による例示的な双極電極の注釈付き複製写真である。
それは、関連する態様すべてにおいて、図１に示される実施形態と同様であり、対応する
参照符号が付されている。さらなる詳細については、図１の説明を参照する。個々のダイ
ヤモンド形状の突起１２５の上面に特に留意されたい。それらはこの図では、図３ａに示
され、上記で説明した原理に従って、４つのさらに小さなダイヤモンド形状の突起が設け
られている。
【００７７】
　本発明の特定の特徴および利点が、電極の実施形態または電極を製造するプロセスの実
施形態に関連してのみ上述の通り説明されてきたが、これは明確さを期すという理由のた
めだけに行われており、別途記載しない限り、これらの特徴は、実際には相互に交換可能
であることが認識されなければならない。
【００７８】
　本発明は、限られた数の具体的な実施形態に関して上述の通り説明されてきた。これら
の実施形態は、本発明を明確にすることのみを意図し、かつ、本発明の範囲を限定しない
ことを意図しており、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲に従って決定されるものと
する。
【００７９】
　上述された本発明は、請求項１に記載の電極に関するとともに、前記電極を備える電解
装置と、対応するエネルギー蓄積供給装置と、その使用とに関するものであるが、発明者
らはさらに、同様の装置を、請求項１に記載の電極以外の双極電極とともに使用してもま
たよいことも発見した。
【００８０】
　したがって、ここに開示される別の発明の態様は、複数の双極電極と、前記複数の双極
電極間に配置された、関連するイオン交換膜とを備えるとともに、前記電極が直列に電気
的に接続されて積層して配置された電解装置であって、前記電極が、第１の側および第２
の側を有する平面状本体を備え、前記第１の側および前記第２の側のそれぞれに、対応す
るパターンの突起が設けられ、前記突起のそれぞれが、前記平面状本体の面内にある幾何
学的底面および平面状の上面を有するとともに、前記上面の、前記本体上への正射影が、
前記幾何学的底面に包含され、かつ、前記第１の側および前記第２の側のそれぞれの突起
（１２９）の上面（１２９）が、前記平面状本体に平行な２つの面にある電解装置からな
る。
【００８１】
　双極電極の流れの特性が効率的であるので、強制対流手段を必要としない膜・電極接合
体を組み立てることができる。したがって、電極を非常に高密度なスタックで組み合わせ
ることができるので、コンパクトで信頼性の高い電解装置を製造することが可能になる。
【００８２】
　好ましくは、双極電極では、前記突起の平面状の上面（１２９）の面積の、それぞれの
幾何学的底面の面積に対する比率は、１／４を上回る。好ましくは、双極電極では、前記
突起のパターンは、小さくされた構成で、前記突起の前記上面で繰り返される。好ましく
は、双極電極では、前記突起のパターンは、２組の直線状の溝が形成されるようになって
おり、それぞれの組ごとにある溝は、共通の方向に軸を有し、前記共通の方向は、その主
要な構成要素を、意図される流れの方向に有する。好ましくは、双極電極では、前記突起
のパターンは、それぞれの組ごとにある溝の平均幅が前記共通の方向に沿って増加するよ
うになっている。好ましくは、双極電極では、平面状本体は金属でできている。
【００８３】
　本明細書に開示される本発明のさらなる別個の態様は、前述の電解装置と、燃料電池と
、電流インターフェースと、水素貯蔵タンクとを備えるエネルギー蓄積供給装置であって
、前記電解装置が、電流を受け取るために前記電流インターフェースに連結され、および
生成された水素を貯蔵するために前記水素貯蔵タンクに連結され、かつ、前記燃料電池が
、前記燃料電池に電流を供給するために前記電流インターフェースに連結され、および貯
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置を含む。
【００８４】
　本発明による双極電極の利点を電解装置および／または燃料電池に適用して、効率的で
、コンパクトで、信頼性の高いエネルギー蓄積供給装置を製造してもよい。この装置は、
エネルギー蓄積用途において、蓄電池の代わりに使用することができる。
【００８５】
　本明細書に開示された本発明のさらなる別個の態様は、前述の、水素を生成するための
電解装置の使用を含む。
【００８６】
　参照により本明細書中に援用される任意の特許、特許出願および刊行物の開示内容が、
用語を不明瞭にするおそれがあるほどまでに本出願の記述と食い違う場合には、本明細書
の記述が優先されるものとする。

【図１】

【図２ａ】
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